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ガイドラインの対象車両

自動運転車の安全技術ガイドライン案【概要】

○ レベル3、4の自動運転車が満たすべき安全要件をガイドラインとして定めることにより、国際基準が策定されるまでの

間も、安全な自動運転車の開発・実用化を促進

○ 世界で初めて、自動運転の実現にあたっての安全目標を設定し、自動運転車の開発・実用化の意義を明確化

安全目標：自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す

○ これまでも日本が議論を主導してきた国連における国際基準づくりにおいて、ガイドラインに示した我が国の自動運転

車の安全性に関する考え方や安全要件を反映させ、我が国の優れた自動車安全技術を世界に展開する

○運転支援
【例】自動ブレーキ、車線維持、クルーズコントロール など

レベル２

レベル５

レベル３
○条件付自動運転
システムが全ての運転操作を行うが、システムの
介入要求等に対してドライバーが適切に対応す
ることが必要
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○特定条件下での自動運転機能（レベル１の組み合わせ）
【例】車線を維持しながら前のクルマを追走して走る

レベル４

○完全自動運転
システムが全ての運転操作を行う

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが全ての
運転操作を行う

○特定条件下での自動運転機能（高機能化）
【例】 高速道路で遅いクルマがいれば自動で追い越す

レベル１

レベル３又はレベル４の自動運転システムを有する乗用車、
トラック及びバス

赤枠：ガイドラインの対象範囲

自動運転車の安全性に関する基本的な考え方

「自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す」こ
とを目標として設定する
自動運転車が満たすべき車両安全の定義を、「自動運転車の運行設計領域
（ODD）において、自動運転システムが引き起こす人身事故であって合理的に
予見される防止可能な事故が生じないこと」と定め、自動運転車が満たすべき車
両安全要件を設定し、安全性を確保する

自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）

自動運転車は、次の安全性に関する要件を満たすことにより、その安全性を確保し
なければならない
① 運行設計領域（ODD）の設定 ② 自動運転システムの安全性
③ 保安基準等の遵守等
④ ヒューマン・マシン・インターフェース（ドライバー状態の監視機能等の搭載）
⑤ データ記録装置の搭載 ⑥ サイバーセキュリティ
⑦ 無人自動運転移動サービス用車両の安全性（追加要件）
⑧ 安全性評価 ⑨ 使用過程における安全確保
⑩ 自動運転車の使用者への情報提供

※本ガイドラインは、今後の技術開発や国際基準の策定動向等を
踏まえ、適宜見直しを行う

※詳細は
別紙参照

経緯

平成29年12月 車両安全対策検討会の下に、「自動運転車安全対策検討ワーキンググループ」（WG）を設置し、議論開始
平成30年4月 「自動運転に係る制度整備大綱」（IT総合戦略本部決定）において、平成30年夏頃に本ガイドラインをとりまとめる旨記載
平成30年6月 ガイドラインのWG案をとりまとめ



自動運転車の安全技術ガイドライン案【概要】 （別紙）

自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）

自動運転車は、以下の安全性に関する要件を満たすことにより、その安全性を確保しなければならない

車両の安全性に関する項目 主な要件

① 運行設計領域（ODD）の設定 個々の自動運転車が有する性能及び使用の態様に応じ、運行設計領域（自動運転システムが正常に作動する前提となる設計上
の走行環境に係る特有の条件：ODD）を定め、走行環境や運用方法を制限すること

② 自動運転システムの安全性 ・制御系やセンサ系の冗長性を確保すること等によりシステムの安全性を確保すること
・設定されたODDの範囲外となる場合等、自動運転の継続が困難となった場合には、最終的に車両を自動で安全に停止させること

③ 保安基準の遵守等 自動運転に関連する既に定められた道路運送車両の保安基準を満たすこと

④ ヒューマン・マシン・インターフェース
（HMI）

自動運転システムの作動状況等を運転者又は乗員に知らせるための以下の機能を有するHMIを備えること
・レベル３の自動運転車には、運転者がシステムからの運転操作を引き継ぐことができる状態にあることを監視し、必要に応じ警報を発
することができる機能（ドライバーモニタリングシステム等）
・レベル４の自動運転車には、自動運転の継続が困難であるとシステムが判断し、車両を自動で停止させることをあらかじめ運転者又
は乗員（運行管理者）に知らせることができる機能

⑤ データ記録装置の搭載 自動運転システムの作動状況や運転者の状況等をデータとして記録する装置を備えること

⑥ サイバーセキュリティ サイバーセキュリティに関する国連（WP29）等の最新の要件を踏まえ、ハッキング対策等のサイバーセキュリティを考慮した車両の設
計・開発を行うこと

⑦ 無人自動運転移動サービス用車両の
安全性（追加要件）

無人移動サービス（レベル４）に用いられる自動運転車については、①～⑥の要件に加え、運行管理センターから車室内の状況が
監視できるカメラ等や、非常停止時に運行管理センターに自動通報する機能等を備えること

⑧ 安全性評価 設定されたODDにおいて合理的に予見される危険事象に関し、シミュレーション、テストコース又は路上試験を適切に組み合わせた検
証を行い、安全性について事前に確認すること

⑨ 使用過程における安全確保 使用過程の自動運転車両の安全確保の観点から、自動運転車の保守管理（点検整備）及びサイバーセキュリティの安全を確保
するためのソフトウェアのアップデート等の必要な措置を講じること

⑩ 自動運転車の使用者への情報提供 自動運転車の使用者に対し、システムの使用方法、ODDの範囲、機能限界等を周知し理解することができる措置を講じること


